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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気象レーダ反射率値を自動的に受信するステップと、
　外部空気温度値を自動的に受信するステップと、
　前記受信した外部空気温度値に基づいて凍結高度を自動的に決定するステップと、
　前記凍結高度よりも上の高度に関する受信した反射率値が雷閾値量よりも大きいとき、
１つまたは複数の雷アイコンを自動的に生成するステップと、
　１つまたは複数の雹アイコンを自動的に生成するステップであって、
　　前記決定された凍結高度に所定距離値を自動的に加えるステップと、
　　前記決定された凍結高度と前記所定距離値との和における高度に関する受信した反射
率値が雹閾値量よりも大きいとき、１つまたは複数の雹アイコンを自動的に生成するステ
ップと、
　を含むステップと、
　表示選択に基づいて気象表示部上に前記１つまたは複数の雷または雹アイコンを自動的
に表示するステップと、
　前記気象レーダ反射率値をメモリに自動的に記憶するステップと、
　を含む、航空機上で実現される方法。
【請求項２】
　前記気象レーダ反射率値を前記メモリに自動的に記憶する前記ステップは、前記気象レ
ーダ反射率値を３次元体積バッファのそれぞれのセルに記憶するステップを含み、１つま
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たは複数の雹アイコンを自動的に生成する前記ステップは、前記３次元体積バッファの隣
り合った所定数のセルが前記雹閾値量よりも大きい反射率値を有するときのみ、１つまた
は複数の雹アイコンを自動的に生成するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　受信した気象レーダ反射率値を格納するように構成されたメモリと、
　前記メモリと信号通信するプロセッサであって、
　　前記気象レーダ反射率値を受信し、
　　外部空気温度値を受信し、
　　前記受信した外部空気温度値に基づいて凍結高度を決定し、
　　前記凍結高度よりも上の高度に関する受信した反射率値が雷閾値量よりも大きいとき
、１つまたは複数の雷アイコンを生成し、
　　前記決定された凍結高度に所定距離値を加え、
　　前記決定された凍結高度と前記所定距離値との和における高度に関する反射率値が雹
閾値量よりも大きいとき、１つまたは複数の雹アイコンを生成する
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサと信号通信する表示装置であって、前記１つまたは複数の雷アイコンを
表示し、前記１つまたは複数の雹アイコンを表示するように構成された表示装置と、
　を含む気象レーダシステム。
【請求項４】
　前記雹閾値量は４５ｄＢＺであり、前記所定距離値は１．６ｋｍである、請求項３に記
載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]空中気象レーダシステムは、それらが１９５０年代に導入されて以来、レーダ視
界の分野において、主として気象「反射率」の表示を提供してきた。反射率は、レーダパ
ラメーターであり、降水率とほぼ相関がある。これらの最初のレーダは、グレースケール
でのみ反射率を表示し、必ずしも十分に較正されなかった。しかし、当初は、雨が降る場
所および降らない場所を判別する能力は、無視界飛行または悪天候を避ける極めて旧式の
周航を行うことに対する大きい改善であった。
【０００２】
　[0002]気象レーダが発達するにつれて、単色ではあるが個別レベルの反射率表示をもた
らすデジタルレーダの発表が最初になされるなど、改善された表示能力と共に、反射率測
定の精度の改善がなされた。これに続いて、緑色、黄色、および赤色として表示される反
射率レベルの増加を可能にするカラー表示部が導入された。
【０００３】
　[0003]１９８０年代に、乱気流検出能力をもたらすいくつかのレーダが導入された。１
９９０年代には、いくつかの航空輸送分野レーダにおいて予測的ウインドシア検出および
警告能力が導入された。
【０００４】
　[0004]２００４年に、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．は
、体積バッファ能力を有するレーダのシリーズを発表し、それらによって、反射率データ
の表示および分析において著しい改善がもたらされた。
【０００５】
　[0005]これら全てが著しく改善されている間に、気象反射率および乱気流表示機能は、
搭乗員に危険の直接表示をもたらす所望の目標に関して、いくつかの制限を有する。たと
えば、
－　反射率は、危険と直接関係がない。層状雲降水において、必ずしも気象に関係する危
険はないのであるが、赤色レベル表示がしばしば現れる可能性がある。
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－　乱気流検出が、４０ＮＭまでの範囲に限られる（とはいえ、これを６０ＮＭまで拡張
するためにいくつかの改善が行われている途上である可能性がある）。
【０００６】
　[0006]逆に、空中気象レーダが検出することができる反射率または乱気流レベルに関係
がない気象的危険が存在し、最も顕著には、晴天乱気流（しばしば、無降水気団の境界ま
たは山が誘発する活動が原因）があり、また氷結状態も含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
[0007]いずれにしても、定時運航および燃料効率が強調される現在の運転環境を考慮する
と、正しい意思決定を確実に行うために気象的危険に関して可能な限り多くの情報を航空
機搭乗員に提供する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　[0008]本発明は、範囲制限なしに雷および雹の気象条件の存在を予測する気象レーダシ
ステムを提供する。例示的なシステムは、レーダ信号を生成し、レーダ信号に基づいた気
象レーダ反射率値を受信する。プロセッサは、気象レーダ反射率値を受信して、３次元バ
ッファ内に記憶し、外部空気温度値を受信し、受信した外部空気温度値に基づいて凍結レ
ベルを決定する。プロセッサは、決定された凍結レベルよりも上の３次元バッファの１つ
または複数のセルに記憶された反射率値が第１の閾値量よりも大きいとき、１つまたは複
数の雷アイコンを生成する。生成された雷アイコンに関する１つまたは複数のセルに対応
する高度値が、表示用に選択されたとき、表示装置は、１つまたは複数の雷アイコンを表
示する。
【０００９】
　[0009]それに加えて、プロセッサは、決定された凍結レベルに１．６キロメートル（ｋ
ｍ）を加え、決定された凍結レベルと１．６ｋｍとの和における３次元バッファの１つま
たは複数のセルに記憶された反射率値が第２の閾値量よりも大きいとき、１つまたは複数
の雹アイコンを生成する。生成された雹アイコンに関する１つまたは複数のセルに対応す
る高度値が、表示用に選択されたとき、表示装置は、１つまたは複数の雹アイコンを表示
する。
【００１０】
　[0010]本発明の好ましく選択的な実施形態は、以下の図面を参照して以下に詳細に説明
される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態により形成されるシステムの概略ブロック図である。
【図２】図１に示されたシステムによって実行される例示的な処理のフローチャートであ
る。
【図３】３次元バッファ内に記憶された反射率値の図式的表現の層の概略斜視図である。
【図４】雹および雷の存在の推定に関して生成された雹および雷アイコンを示す気象表示
部の例示的なスクリーン・ショットである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0015]図１は、改善された気象レーダ表示機能を提供する気象表示システム３０の実施
形態を示す。例示的な気象表示システム３０は、気象レーダシステム４０および表示部／
インターフェイスフロントエンド３８を含み、航空機システム４６からの情報を受信する
。表示部／インターフェイスフロントエンド３８は、プロセッサ４２、メモリ４３、表示
装置４４、ユーザインターフェイス４８、およびデータベース３２を含む。レーダシステ
ム４０の例は、レーダコントローラ５０（ユーザインターフェイス４８に結合する）、送
信機５２、受信機５４、およびアンテナ５６を含む。レーダコントローラ５０は、アンテ
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ナ５６を通して信号を送信および受信する送信機５２および受信機５４を制御する。気象
レーダシステム４０および表示部／インターフェイスフロントエンド３８は、航空機シス
テム４６に電子的に結合する。
【００１３】
　[0016]レーダは、本明細書で信号と呼ばれる電磁エネルギーパルスの送信信号に依存す
る。アンテナ５６は、所望の射程領域画像の全幅と比較すると狭めて信号パルスの送信信
号に焦点を合わせる。懐中電灯からの光と同様に、この狭い信号は、その経路内のいずれ
の目標にも照射し、照射された目標は、電磁エネルギーを反射させてアンテナに戻す。
【００１４】
　[0017]反射率データは、雲または嵐などの気象目標内、あるいは液体（雨など）および
／または凍結液滴（雹、みぞれ、および／または雪）を発生させる雲または嵐の近傍の領
域内に存在する液体および／または凍結液滴によって反射されてレーダに戻るレーダ信号
のその一部分に対応する。
【００１５】
　[0018]レーダコントローラ５０は、送信された信号パルスがアンテナから目標まで到達
しアンテナ５６に戻るまでの遷移にかかる時間の長さに基づいて、アンテナに対する気象
目標までの距離を計算する。距離と時間との関係は、一定で真空中ではほぼ光速である信
号の速度に対して線形である。
【００１６】
　[0019]システム３０のメモリ４３は、反射率データを記憶する３次元体積バッファを含
む。システム３０は、体積バッファに記憶された反射率値に基づいて、雷および／または
雹の発生を推定する能力を有する。
【００１７】
　[0020]図２は、図１に示されたシステムによって実行される例示的な処理８０のフロー
チャートである。最初に、ブロック８４において、プロセッサ４２は、レーダシステム４
０からのレーダ反射率値を受信し、それらの値を３次元バッファ内に記憶する。次に、ブ
ロック８６において、プロセッサ４２は、航空機システム４６から受信した現在の航空機
高度および現在の外部空気温度に基づいて、凍結レベルを決定する。凍結レベルは、標準
減率を使用して、現在の航空機高度および外部空気温度から計算されるが、その他の温度
計算モデルを使用することができる。
【００１８】
　[0021]一実施形態において、雷および雹の決定は、決定ブロック８７において同時に実
行される。雷の決定に関し、処理８０は、決定ブロック８８において、決定された凍結レ
ベルよりも上の３次元バッファ内に記憶された反射率値が所定の量よりも大きくなるか否
かを決定する。この条件は、所定の量よりも上の反射率値を有する閾値数の隣接セルを要
求するさらなる限定を含むこともできる。記憶された反射率値が所定の量より大きくない
とき、処理８０は、ブロック８４、またはその他のセルをチェックするためにブロック８
８に戻る。セルの反射率値または閾値数の隣接セルの反射率値が、閾値量よりも大きいと
き、ブロック９０において、雷アイコンが、生成され、また気象表示部（または多機能表
示部（ＭＦＤ））上に表示される。次に、処理８０は、反復するためにブロック８４に戻
る。
【００１９】
　[0022]雹の決定に関し、ブロック１００において、凍結レベルに１．６ｋｍが加えられ
る。次に、処理８０は、決定ブロック１０２において、閾値量よりも大きい反射率値を有
する閾値数よりも多い３次元バッファ内の隣接セルが存在するか否かを決定する。単一の
セルが、この条件を満たすことができる。この条件を満たす複数のセルがあるとき、プロ
セッサ４２は、ブロック１０４において、雹アイコンを生成し、また気象表示部またはＭ
ＦＤ上にそれを表示する。ブロック１０４の後、または決定ブロック１０２の条件を満た
さないとき、処理８０は、反復するためにブロック８４に戻る。
【００２０】
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　[0023]一実施形態において、雷の存在を決定する反射率閾値は、３５ｄＢＺ（Ｚ（レー
ダエコー強度／反射率）のデシベル）に設定され、雷基準高度は、凍結レベルに対して設
定される。
【００２１】
　[0024]一実施形態において、雷の存在可能性を決定する前に、さらなる制限が含まれる
。図２のブロック８８の後、プロセッサ４２は、エコー頂点温度を計算し、エコー頂点温
度が閾値温度よりも冷たいとき、雷アイコンが出力される。エコー頂点温度は、以下の式
より計算することができる。
【００２２】
　（エコー頂点温度）＝（外部空気温度）－［（エコー頂点高度）－（航空機高度）］＊
（標準大気減率）
　[0025]エコー頂点高度は、３次元バッファ内に記憶された反射率値を使用して、または
受信したレーダ走査データを分析することによって決定することができる。閾値温度の例
は、－２０℃であるが、その他の温度を使用することができる。
【００２３】
　[0026]図３は、３次元バッファ内に記憶された反射率値（セル）の平坦スライス面１２
０の概略斜視図である。雹基準高度平面１２６は、凍結レベルと閾値量（たとえば、１．
６ｋｍ）との和に等しい。その他の閾値量を使用することができる。この例において、雹
基準高度平面１２６は、平面１２６の上下の平面のデータの補間である。平面１２６にお
いて、閾値数の隣接セルにおける反射率値が所定の反射率値よりも上であるとき、それら
の値は、雹危険領域と推定される。一実施形態において、雹の推定をもたらす所定の反射
率値は、４５ｄＢＺである。
【００２４】
　[0027]図４は、３次元バッファ内に記憶されたレーダ反射率値を使用して雷および雹の
推定がなされることが終了した後に、図１のシステム３０によって生成された気象表示部
１５０のスクリーン・ショット（神の目の視界）である。雷アイコン１５４は、雷の推定
を示すために表示される。雹アイコン１５６は、雹の推定を示すために表示される。
【００２５】
　[0028]一実施形態においては、３次元バッファは、使用されない。システムは、データ
が受信され次第、凍結レベルに関するレーダ反射率データまたは雹基準高度におけるレー
ダ反射率データのいずれかを分析する。バッファリングは、ほとんど、または全く行われ
ない。
【００２６】
　[0029]凍結レベルに対するその他の高度を使用することができる。
　独占権または特権が主張される本発明の実施形態は、以下に定義される。
【符号の説明】
【００２７】
　３０　気象表示システム
　３８　表示部／インターフェイスフロントエンド
　４０　気象レーダシステム
　１２０　平坦スライス面
　１２６　雹基準高度平面
　１５４　雷アイコン
　１５６　雹アイコン
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